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1. 労務管理 3つの 2018年問題 
 
 本年は、働き方改革推進法案など今後の労務管理の動向が話題になっていますが、それに先だち話題となっている、  
3つのいわゆる『2018年問題』を概括します。                                                                                               

 
１．有期労働契約者の無期転換ルール 
 
無期転換ルールとは「同一の使用者（企業）との間

で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたと
きに、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換
される」ルールです。前述の“通算5年”の計算は、2013
年4月1日以降に締結・更新した有期労働契約から行わ
れるので、5年後にあたる本年4月1日から無期転換を
申し込める労働者が出てきます。 
 厚生労働省では、4月に向けて「無期転換ルール緊急
相談ダイヤルの開設」や「業界団体等に対する再要請」
など、無期転換ルールに関する周知啓発に取り組んで
います。 
多くの企業では、すでに対策が済んでいると思われ

ますが、無期転換申し込みの申請ルートの不備や、ル
ールを把握していない管理職による初動対応の誤りな
ど、無用なトラブルの元を作らないように、今一度全
社的な統一ルールの運用について確認しておくと良い
でしょう。 
 
２．派遣労働者への(直接)労働契約申し込みみなし制度  
 
 労働契約申し込みみなし制度とは「派遣先等が違法
派遣を受けた時点で、派遣先等が派遣労働者に対して、
その派遣元事業主との労働条件と同じ内容の労働契約
を申し込んだとみなす」制度で、右図の様に、派遣労
働者が承諾すれば労働契約が成立します。 

 
 違法派遣の類型には「個人単位の期間制限に違反し
て労働者派遣を受けること」が含まれており、2015
年9月30日以降、同一の派遣労働者を、3年を超えて派
遣先の同一の組織単位に従事させた場合には、本制度
が適用されることになります。よって、本年10月1日
以降、本制度の対象となる派遣労働者が出てきます。 

 
【派遣労働とみなし制度のイメージ図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚生労働省『労働契約申込みみなし制度の概要』を一部加工 
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2. 高 齢 者 新しい『高齢社会対策大綱』を見る 
 
 政府は2月16日、高齢社会対策の中長期的な指針となる『高齢社会対策大綱』を閣議決定しました。旧大綱においては、
「人生90年時代」を前提としていましたが、「人生100年時代」を前提とした新大綱ではどのように変わっているのかを
見てまいります。  
                                                        

 
 この問題については、契約締結時や期間制限の直前
などのタイミングで派遣元事業主から説明がなされ
ている筈ですので、やはり多くの企業で対策済みかと
思われます。しかし、契約自体が定例化・形骸化して
いる場合には、こういった重要事項への確認が漏れて
しまっている可能性もあります。今一度、派遣先管理
台帳などで各派遣労働者の就業状態を見直しておく
必要があります。 
 
３．18歳人口が減少期に突入 
 
 一般に高卒年齢である18歳の人口は、右図の様に
2018年以降減少期に入り、2030年には約100万人程
度にまで減少すると推計されています。それにより、
大学の倒産や学生獲得戦争が過熱することが問題視さ
れています。 
 この問題は、前項までとは違い、2018年になったか
らといって直ちに労務管理の現場に影響を及ぼすもの
ではありません。しかし、採用対象となる新卒者全体
のパイが縮小し続けることは、今後の労働力の確保と
いう点を考えた時に、非常にインパクトの強い問題と
なってきます。 

  
【18歳人口（男女別）の将来推計】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文部科学省『高等教育の将来構想に関する基礎データ』を一部加工 

 
 事業を継続していくために必要な人材をどのように集
め、またどのように維持していくのか、企業には長期的
な視野に立った採用戦略が求められることになります。 
 
 まえがきで記載したとおり、働き方改革推進法案が可
決され施行されることになれば、近い将来、労務管理に
多大な影響を及ぼすことが想定されます。だからこそ、
現段階で明確になっている問題については、早いうちに
クリアにして、来るべき将来に備えることが大切です。 
 

 
１．基本的な考え方 
 
 旧大綱では、「“支えが必要な人”という高齢者像の固定
観念を変え、意欲と能力のある65歳以上の者には支える
側に回ってもらうよう、国民の意識改革を図る」として
高齢者に焦点を当てていましたが、新大綱では「高齢社
会化は、高齢者のみの問題として捉えるべきではない」
とした上で、むしろ「全世代による全世代に適した持続
可能なエイジレス社会の構築を進める」としています。 
 そのほか、地域コミュニティについては踏襲しなが
ら、新たにサイバー空間の積極的な利活用への言及を
加え、「高齢者が自らの希望に応じて十分に能力が発揮
できるよう、その支障となる問題（身体・認知能力、 
各種仕組み等）に対し、新技術が新たな視点で解決策を
もたらす可能性に留意」し、そのためにも「産業界の参
画しやすいよう、環境づくりに配意する」としています。 

 
旧大綱 

１ 「高齢者」の捉え方の意識改革 

２ 老後の安心を確保するための社会保障制度の確立 

３ 高齢者の意欲と能力の活用 

４ 地域力の強化と安定的な地域社会の実現 

５ 安全・安心な生活環境の実現 

６ 若年期からの「人生90年時代」への備えと世代循環の実現 

 
 

新大綱 

１ 全ての年代の人々が希望に応じて意欲・能力を生かして活
躍できるエイジレス社会を目指す 

２ 地域における生活基盤を整備し、人生のどの段階でも高齢
期の暮らしを具体的に描ける地域コミュニティを作る 

３ Society5.0が可能にする新しい高齢社会対策を志向する 
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Q & A 
記事の中でちょっと気になる豆知識をご案内。今回は、２ページ目の「新しい『高齢社会対策大綱』を見る」
に関連する豆知識をお伝えします。 

 Q． 現在の高齢者全体の就業状況について教えてください。 

A． 政府公表の直近の数値を周辺情報も合わせてご紹介します。 
 

 

総人口に占める高齢者の割合 
65歳以上 27.3％（2016年） 
75歳以上 13.3％（2016年） 
85歳以上 4.1％（2016年） 

65歳以上人口に占める単身世帯者割合 
男性 13.3％（2015年） 
女性 21.1％（2015年） 

就業率 

60～64歳 63.6％（2016年） 
65～69歳 42.8％（2016年） 
70～74歳 25.0％（2016年） 
75歳以上 8.7％（2016年） 

役員を除く雇用者のうち非正規の職員・従業員の割合 
65～69歳 76.3％（2016年） 
70～74歳 76.4％（2016年） 
75歳以上 65.8％（2016年） 

私的年金の加入者数 
確定給付企業年金 818万人（2016年度末） 

確定拠出年金（企業型） 591万人（2016年度末） 
確定拠出年金（個人型） 43万人（2016年度末） 

（内閣府『高齢社会対策大綱』を一部加工） 

 
２．基本的施策とトピックス 
 
 施策に関する中期指針は、『就業・所得』『健康・福
祉』『学習・社会参加』『生活環境』『研究開発・国際社
会への貢献等』『全ての世代の活躍』の6部門について
定められています。 
 このうち『就業・所得』分野では、「年齢にかかわり
なく希望に応じて働き続けることができるよう雇用・
就業環境の整備を図る」とともに、「社会保障制度につ
いても、…(中略)…柔軟な制度となるよう必要に応じ
て見直しを図る」と謳っています。前者については、
再就職や起業の支援、多様な形態による就業機会・勤
務形態の確保が検討されています。また、後者につい
ては、公的年金の受取り開始年齢について、現在の制
度では65歳を基準に60～70歳の間で選ぶことができ
るのに対し、70歳を超えてからでも開始できる制度が
検討されています。 
 『健康・福祉』分野においては、「家族の介護を行う
現役世代にとっても働きやすい社会づくりのため、介
護の受け皿整備や介護人材の処遇改善等の“介護離職
ゼロ”に向けた取組を推進する」旨が謳われました。介
護事業者等への支援が予想されるほか、介護と仕事の
両立支援に向け、一般の事業主に何らかの対策が要請
される部分も出てくると予想されます。 

 
 『学習・社会参加』分野では、「高齢者が就業の場
や地域社会において活躍できるよう高齢期の学びを
支援する」としています。旧大綱と比べて特徴的な点
としては、「生涯を通じて社会保障に関する教育等を
進める」としたことや、「ＩＣＴリテラシーの向上」
が謳われたこと等が挙げられます。 
 
３．おわりに 
 
 以前の高齢者像は、基本的には「支えが必要な人」
であり、定年後再雇用もシニア人材の活用も、どちら
かといえば「例外」として扱われてきた向きがありま
す。しかし、傘寿超えのアプリプログラマーが活躍し
たり、平均年齢70歳の農業ベンチャーが躍進するな
どの実例もあり、これからの高齢化社会対策は、個々
の高齢者の特性や可能性が重要視されると考えられ
ます。所得や健康状態、要介護家族の有無などといっ
た生活環境から、ＩＣＴリテラシーの高低や就労意欲
といった労働面でのポテンシャルまで、全く同じ背景
を持った高齢者はいません。企業においては、定年や
継続雇用についての法律を守るという視点からでは
なく、「どのように能力を発揮してもらうか」という
観点からシニア人材の活用について考えるときが来
ていると言えるでしょう。 
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3. 提  供 『経営に役立つビジネスリポート』を無料でご提供いたします！ 

弊所がお届けする“ビジネスリポート”は、経営に役立つ情報が満載です！ 
例えば「マネジメント関連」では経営戦略、企画・営業、広報、生産・物流、 
人事管理等の情報を、「ビジネス関連」では卸・小売、食品、製造、不動産、 
情報・通信等の各業界情報を、その他「ビジネス以外」では、生活分野、 
健康、環境、豆知識など、多岐にわたる経営情報を取り揃えております。 
以下の中からご興味があるテーマがございましたら、弊所あてにお電話 
いただくか下記フォームに必要事項をご記入のうえＦＡＸをお送りください。 
ご希望のリポートを“無料”にてお届けいたしますので、お気軽にお申し込みください。 

今月のおすすめビジネスリポート 
マネジメント関連 
リポート番号 タイトル 内容 

＃1712 
（全 6ページ） 

平成 30年度税制改正で 
中小企業が押さえるべきポイント 

・平成 30年度税制改正大綱 
・賃上げ・生産性向上のための税制 
・事業承継税制 
・給与所得控除と基礎控除の見直し                   他 

＃1708 
（全 6ページ） 

売上の計上時期が変わる！？ 
新たな収益認識基準とは 

・新しい収益認識基準の草案の公表 
・新たな収益認識基準が公表された背景 
・現状の会計基準との主な違い 
・新たな収益認識基準のポイント                     他 

＃1764 
（全 8ページ） 

新しい信用保証制度と中小企業への影響 

・新しい信用保証制度のスタート 
・信用保証制度と信用保険制度 
・新しい信用保証制度の主な改正点 
・中小企業への影響 

＃1775 
（全 6ページ） 

会社との約束/新入社員のための 
ビジネス法務（1） 

・ビジネス法務は社会人に必須のスキル 
・会社と約束した内容を理解していますか 
・こんな服務規律があることを知っていますか 
・会社との約束を破った場合はどうなる？             他 

ビジネス関連   

＃1763 
（全 5ページ） 

環太平洋の経済を変える「TPP11」とは？/ 
経済に強い経営者になる 

・ようやく大筋で合意がなされた TPP11 
・TPP11の位置付け 
・TPP11の概要 
・TPP11の影響 

 

お気軽にご用命ください TEL ＞＞＞ 022-292-2351 
FAX ＞＞＞ 022-292-2352 

 

貴社名  ご担当者様 
部署・所属 

所在地 〒 

E-mail  Tel  

ご希望のリポート番号  

※ご記入いただきました個人情報は、ビジネスリポートのご案内およびお届けすることを目的とし、それ以外では利用いたしません。 

 
 
 
お困りなことがございましたらお気軽に弊所までご相談ください。 


